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岐阜県で豚コレラ発生！！～万全の対策を～ 

 国内では26年ぶりとなる岐阜市での豚コレラ発生については、9月11日まで

に防疫措置が終了しています。現在のところ続発は確認されていませんが、

家畜飼養者の皆様には①飼養衛生管理基準の厳守②防疫対策の徹底③異常畜

の早期通報をお願いします。 

発生の概要 

◆農場：岐阜県岐阜市の養豚農場（繁殖豚79頭、肥育豚531頭） 

◆経緯：9/3  死亡豚の通報 

    9/9  豚コレラ確定、防疫対応開始 

    9/10  殺処分完了 

    9/11  埋却処理完了 

◆人・物・車両によるウイルスの持込み防止 

・衛生管理区域、豚舎への出入りの際の洗浄・消毒の徹底 

・衛生管理区域専用の衣服、靴の設置と使用の徹底 

・人・物の出入りの記録 

・飼料に肉を含む、又は含む可能性があるときは、あらかじめ摂氏70度・30分間 

 以上又は摂氏80度・3分間以上の加熱処理を徹底 

◆野生動物対策 

・飼料保管場所等へのねずみ等の野生動物の排せつ物等の混入防止 

・豚舎周囲の清掃、整理・整頓 

・死亡家畜の処理までの間、野生動物に荒らされないよう適切に保管 

  

農場への病原体侵入防止対策 

豚コレラとは 

・豚、いのししの熱性伝染病で、強い伝染力と高い致死性が特徴 

・感染豚には急な発熱、食欲不振、うずくまりなどがあり、死亡が増加 

・感染豚や汚染物品との接触等により感染が拡大 

～家畜に異常を認めたら、直ちに当所に連絡願います～ 
京都府南丹家畜保健衛生所TEL：0771-42-3308（夜間・休日も転送機能で連絡可能） 

(写真出典：農研機構)      
  


